
【特別養護老人ホーム 入所案内】 

 

１． 施設名 特別養護老人ホーム 仙南ジェロントピア 

      地域密着型特別養護老人ホーム阿武隈ジェロントピア 

 

２． 定 員  

仙南ジェロントピア  従来型   長期入所 70名【多床室 54名・個室 16名】 

ユニット型 長期入所 60名【全個室】  

短期入所 10名【全個室】 

  阿武隈ジェロントピア ユニット型 長期入所 29名【全個室】 

阿武隈ジェロントピアの長期入所は、基本的に丸森町在住の方が対象となります。 

※ 全ての施設において空床利用のショートステイの利用も可能です。 

 

３. この度は、当施設にご関心をお持ちいただき、誠にありがとうございます。 

ご入所申し込み後の流れにつきましては、下記の通りとなっております。 

ご不明点などございましたら、お手数ですが下記の担当までご連絡いただければ幸いです。 

 

４． お申し込みについて（必要書類等）  

１） 入所申込書 (申込できる方は原則要介護３以上の方) 

２） 介護保険証の写し・介護保険負担割合証の写し  

３） 介護保険負担限度額認定証の写し（お持ちの方） 

  

５． 入所申込から入所の日までの流れ(例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒981-2105 宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田 67 

入所担当：生活相談員 土生・玉田・武田 

℡ ０２２４‐７２‐２８６０ 

・入所についてのお問い合わせ(入所申込書の配布) 

・入所申込書のご提出(郵送もしくは直接施設窓口へ) 

・実態調査(入所の順番が上位となりましたら施設スタッフがご連絡し、ご本

人・ご家族との面談のお約束をさせていただきます。) 

・入所判定会議(実態調査をもとに、当施設でお過ごしいただくことは可能か

各専門職種で話し合います) 

・ご入所 

・嘱託医判定(３ヶ月以内の所定様式による診断書に基づき、当施設嘱託医が

健康面について入所の判定を行います) 

・ご契約(各種契約等の説明をさせて頂きます) 
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※優先入所判定とは  

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、平成１４年８月７日付け厚生省令より、施設サービスを受ける必要性が高いと

認められる入所申込者を優先的に入所出来るように努めなければならない旨の通達がありました。当施設もこの省令を遵守し 

入所基準を定めております。申込順で入所が早まる事はございませんので、あらかじめご理解のほどお願い申し上げます。 


